
移転価格税制における無形資産取引の考察
← 無形資産の所有権について (1)-

大 岩 利依子

Ⅰ は じめ に

本稿は,移転価格税制における無形資産の所有権について考察することを研

究目的としている｡移転価格税制について,強大な経済力を持ったアメリカ合

衆国では,1928年当時に既に現在と同じような法律規定を設けていた経緯があ

る｡アメリカ合衆国の移転価格税制は,その後も,各国に先駆けて常に整備さ

れてきているわけである｡アメリカ合衆国の移転価格税制を考察することは,

今後の世界各国の課税当局の動向を予測する上で,十分な示唆を与えてくれる

ものと思われる｡そこで,まず日本とアメリカ合衆国の移転価格税制のそれぞ

れの概観を説明する必要があるように感じられた｡本稿では,手始めに,移転

価格税制の最近の動向と,所有権に関係する法律規定や取扱要領等の変遷を整

理し,検討することにした｡

パートⅡは日本における移転価格税制について,無形資産の所有権に関連す

る事項を取 り上げる｡パー トⅢでは,法的所有権と経済的所有権の意義等を簡

潔に説明する｡パートⅣでは,アメリカにおける移転価格税制について,無形

資産の所有権に関して,1968年財務省規則以降の変遷を考察する｡

Ⅰ 日本における移転価格税制

1 移転価格税制における巨額追徴課税

2006年は,我が国のリーディングカンパニーと称されるような企業に対して,
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国税当局から次々と移転価格税制による巨額の追徴課税が行われた年であっ

た｡武田薬品工業 (更正所得金額 :1223億円,追徴税額 :570億円),ソニー (更

正所得金額 :744億円,追徴税額 :279億円),マツダ (更正所得金額 :181億円,

追徴税額 :76億円)等々1)｡その内容が新聞や雑誌に公表されるような事態も

起こり,一般の日本国民も,移転価格税制という言葉をしばしば目にするよう

になってきている2)｡

移転価格 (transferpricing)とは,多国籍企業の関連会社間における取引

価格のことをいう｡換言すれば,同一資本に支配される企業グループ内で,財

やサービスの移転で付される取引価格のことである｡

移転価格税制が実施されるようになった背景には,企業活動の国際化が進展

するにつれ,多国籍企業が国際的に事業展開しているという事実がある｡多国

籍企業は,そのグループ企業内で製品の開発から製造 ･販売までを一貫して行

い,その過程で製品 ･商品の売買のみならず,役務の提供,特許 ･ノウハウの

供与,資金の融通といった様々な取引を行っている｡これらグループ内取引に

付される価格は必ずしも自由市場における価格とはいえない場合があり,その

中で特に問題となるのは,取引価格 (移転価格)の操作を通じて,税率の高い

国から低い国へと所得を移転させることによって,グループ全体としての税負

担を最小化 しようとする動きである｡このような取引の結果,自国の所得が国

外に移転されていると見られる場合には,その取引価格を正常な価格に引き直

して課税所得を算定し,所得配分の歪みを是正するのが,移転価格税制と呼ば

れるものである｡

1)大和総研資料 http//www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/
06062902tax.pdf#search= 移̀転価格税制 追徴課税',(2007年9月18日アクセ
ス)｡大河原健稿 ｢日本における移転価格税制の現状｣,httpノ/www.ey.com/
Global/download.nsf/Russia_E/TP_Presen_All/Sfile/TP_Presen_All.pdf
#search- 移̀転価格税制 追徴課税',(2007年9月18日アクセス)0

2)浅島亮子稿 ｢国税庁の勇み足に企業が反撃 !追徴相次ぐ『移転価格税制』の波紋｣

『週刊ダイヤモンド』,(2006年12月16日),p.1190
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2 日本における移転価格税制の導入

日本における移転価格税制の導入から20年余 りの歳月が過ぎたが,当初急ご

しらえで作られた制度という印象がある｡1980年代は,日本からの自動車輸出

に関して日米貿易摩擦という切迫した事態を招いていた｡アメリカ合衆国で,

日本企業の子会社が日本国内の親会社との間で行われた取引に対 して,移転価

格課税が実施されたのが契機となる｡具体的には,1986年にトヨタや日産がア

メリカ合衆国内国歳入庁 (IRS)より更正処分を受けたことに伴い,翌1987年,

日本の課税当局は トヨタ(220億円)と日産 (580億円)に税金の還付を行った3)o

このとき日米の課税当局は協議を行っているが,日本企業にとっては実に寝耳

に水のような話であった｡移転価格課税の経験もないまま,日本の課税当局は,

1986年に,アメリカ合衆国の財務省規則ならびにOECD移転価格ガイドライ

ンに倣って,短期間で移転価格税制を創設していったのであった4)｡

このように,日本の移転価格税制はアメリカ合衆国の移転価格税制に多分に

触発されて進展してきたのではあるが,その整備は未だ不十分な面があり,そ

の主たるものの 1つは,無形資産取引に係る移転価格税制である｡

3 移転価格税制における無形資産取引の重要性

近年移転価格税制における無形資産取引が注目されるようになった背景につ

いては,第 1に,企業において知的財産の重要性が増してきたことが挙げられ

る｡要は世界的な知価社会の到来であり,その結果,無形資産による価値の創

出が増大したことである5)｡企業間競争激化の中,他社と差別化できる強みの

根源となるものが,企業の無形資産なるものの価値である｡無形資産そのもの

の売買だけでなく,実施権の供与,すなわち使用許諾という形での取引が増え

3)中田謙司/谷本真一著 『国際税務入門[第2版]』日本経済新聞社,2006年,p.130
4)高久隆太稿 ｢移転価格税制を巡る諸問題(1)- 移転価格課税に係る訴訟の増加

の中で- ｣『税経通信』,2007年2月,p.250

5)谷口和繋稿 ｢国際課税の最近の動向について (移転価格を中心に)｣『国際税務』,

Vol,27,No.1,(2007年1月),p.30
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ていることが挙げられる｡

第2に,各国の産業構造が変化し,国際的分業が常態となってきたことであ

る｡すなわち,日本企業を例に挙げれば,国内の親会社では主な役割がR&D

に特化され,海外子会社で製品の製造が行われるようになったことであろう｡

日本では,国際収支において特許権等使用料の収支が,ようやく2003年から黒

字となっており,無形資産及びサービス取引の重要性が増していることを現し

ている｡特に,輸出型産業における使用料の関連者間取引が,その黒字化に影

響していることが指摘されている6)0

第3に,無形資産の概念が広がりを見せてきたことである｡無形資産の定義

について日本国内では,法人税法施行令第13条第8号以下で,個別法で保護さ

れている特許権や商標権等の工業所有権を,減価償却すべき無形資産として列

挙しているが,無形資産の定義規定自体は見あたらない｡移転価格税制に関連

する,租税特別措置法通達第66の4(2ト 3 (比較対象取引の選定に当って検討

すべき諸要素)に,｢(8)売手又は買手の使用する無形資産 (著作権,基本通達20-

1-21に定める工業所有権等のほか,顧客リス ト,販売網等の重要な価値のあ

るものをいう｡)｣と登場する｡また,法人税法基本通達20-1-21(工業所有権

等の意義)では,以下のように定められている｡

｢工業所有権等とは,特許権,実用新案権,意匠権,商標権の工業所有権及

びその実施権等のほか,これらの権利の目的になっていないが,生産その他業

務に関し繰 り返し使用し得るまでに形成された創作,すなわち,特別の原料,

処方,機械,器具,工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産について

の方式,これに準ずる秘けつ,秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び

意匠等をいう｡したがって,ノーハウはもちろん,機械,設備等の設計及び図

面等に化休された生産方式,デザインもこれに含まれるが,海外における技術

の動向,製品の販路,特定の品目の生産高等の情報又は機械,装置,原材料等

6)森信夫著 『無形資産 ･サービス取引のグローバルマネジメント』日本機械輸出組

合,(2004年),p.3｡
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の材質等の鑑定若しくは性能の調査,検査等は,これに該当しない｡｣

これら通達では,定義付けは行われていない代わり,より多くの無形資産の

形態を列挙するようになってきている｡更に,本稿Ⅱ4で考察するが,2006年

3月に新設された移転価格事務運営要領2-ll(調査において検討すべき無形

資産)では,より広範囲な内容を無形資産の対象とするようになってきている｡

4 移転価格事務運営要領の度重なる改正

我が国では,2006年3月20日付 ｢移転価格事務運営要領の一部改正について｣

において,移転価格事務運営要領2-ll(調査において検討すべき無形資産),

同2-13(無形資産の使用許諾取引)等が新設され,同2-12(無形資産の形成,

維持又は発展への貢献)は一部改正された｡事務運営要領は,納税者の予測可

能性を確保するため,国税当局の事務運営に関し,その方針を公表することで

適用基準や執行方針の明確化を図るという目的を持つ｡移転価格事務運営要領

自体は,2001年6月1日に施行され,その都度整備 ･改正され,今日に至って

いる｡以下は,2006年3月20日付の改正前と改正後の内容である｡下線部分は

改正部分である｡

(2006年移転価格事務運営要領改正前)

2-ll(無形資産の使用許諾等)

｢無形資産の使用許諾等について調査を行う場合には,当該無形資産の法的

な所有関係のみならず,当該無形資産を形成し,維持,発展させるに当たり法

人または国外関連者の行った貢献も勘案することに留意する｡｣

(2006年移転価格事務運営要領改正後)

2-ll(調査において検討すべき無形資産)

｢調査において無形資産が法人又は国外関連者の所得にどの程度寄与してい

るかを検討するに当たっては,特許権,営業秘密等の技術革新に関する無形資

産のみならず,例えば,企業の経営,営業,生産,研究開発,販売促進等の活
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動によって形成された,従業貞等の能力,知識等の人的資源に関する無形資産

並びにプロセス,ネットワーク等の組織に関する無形資産についてもその検討

範囲に含め,これら所得の源泉となるものを総合的に勘案することに留意す

ら(～｣

2-12(無形資産の形成,維持又は発展への貢献)

｢無形資産の使用許諾取引等について調査を行う場合には,無形資産の法的

な所有関係のみならず,無形資産を形成,維持又は発展 (以下 ｢形成等｣とい

う｡)させるための活動において法人又は国外関連者の行った貢献の程度も勘

案する必要があることに留意する｡

なお,無形資産の形成等への貢献の程度を判断するに当たっては,当該無形

資産の形成等のための意思決定,役務の提供,費用の負担及びリスクの管理に

おいて法人又は国外関連者が果たした機能等を総合的に勘案する｡この場合,

:vi..-･･･二

:i,.:..･.ニ:,

〈図1 無形資産の形成,維持又は発展への貢献)7)

7) 以下の文献の図を加筆 ･修正｡上野嘉一稿 ｢『移転価格事務運営要領 (事務運営
指針)』及び 『連結法人に係る移転価格事務運営要領 (事務運営指針)』の改正に

ついて｣『国際税務』,Vol.26,No.6,(2006年6月),p.34｡



移転価格税制における無形資産取引の考察 49

所得の源泉となる見通しが高い無形資産の形成等において法人又は国外関連者

が単にその費用を負担 しているというだけでは,貢献の程度は低いものである

ことに留意する｡ ｣

2006年の改正では,無形資産取引と費用分担契約などの具体的取扱いの明文

化が図られた｡改正の背景としては,日本企業の生産拠点が次々と海外に移転

し,日本の親会社から海外子会社に,技術や知識等に関する無形資産が提供さ

れているが,十分なその対価を得ていない実態を課税当局が懸念していること

が挙げられる｡これらの規定は,基本的にOECD移転価格ガイドライン ｢多

国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針｣｢第 6パラ 無形資

産に対する特別の配慮｣ (1996年 4月発表)及び ｢第8パラ 費用分担取決め

(CCA)｣(1997年 9月発表)に沿った内容である｡しかしながら,この新設

された移転価格事務運営要領について,無形資産の定義が具体化されないまま,

その範囲が拡大されていてわかりにくいなどの指摘8)が多 く寄せられた｡その

ような事情から,翌2007年4月に,国税庁はこの事務運営要領一部改正案を以

下の内容で公表し,今回初めて,広 く意見募集 (パブリックコメント)を実施

したのである｡

2007年4月13日公表

く｢移転価格事務運営要領｣の一部改正案)

2-ll(調査において検討すべき無形資産)

｢調査において無形資産が法人又は国外関連者の所得にどの程度寄与してい

るかを検討するに当たっては,特許権,営業秘密等の技術革新に関する無形資

産のみならず,例えば,企業の経営,営業,生産,研究開発,販売促進等の活

8)この指摘は,以下の文献を参照されたい｡望月文夫著 『日米移転価格税制の制度

と適用一 無形資産取引を中心に一 』大蔵財務協会,(2007年),p.472-4770

;この移転価格事務運営要領について,現状の指針は,どのように無形資産を認
識し,又評価すべきであるのかなどについての拠り所とすることはきわめて難し
い,とコメントしている｡(水野正男/西康之稿 ｢企業が直面する移転価格税制

の諸問題｣『国際税制研究』,No.18,(2007年),p.980)
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動によって形成された,従業貞等の能力,知識等の人的資源に関する無形資産

並びにプロセス,ネットワーク等の組織に関する無形資産についてもその検討

範囲に含め,これら所得の源泉となるものを総合的に勘案することに留意する｡

なお,法人又は国外関連者の有する無形資産が所得の源泉となっているかど

うかの検討に当たり,例えば,国外関連取引の事業と同種の事業を営み,市

場,事業規模等が類似する法人のうち,所得の源泉となる無形資産を有しない

法人を把握できる場合には,当該法人又は国外関連者の国外関連取引に係る利

益率等の水準と当該無形資産を有しない法人の利益率等の水準との比較を行う

とともに,当該法人又は国外関連者の無形資産の形成に係る活動,機能等を十

分に分析することに留意する｡｣

改正案では下線の部分が,新たに付け加えられている｡課税当局側の説明に

よれば,｢無形資産には,非常に多種多様なものが含まれるので,これらを逐

一列挙することは現実的ではないということで,包括的な文言にしています｡

『重要な価値』を有するかどうかは,国外関連取引の内容や,法人と国外関連

者の活動 ･機能,市場の状況- そういったものを十分に検討 した上で個々

に判断することになります9)｡｣とある｡

また,この意見募集を受け,5月11日に,経済産業省の移転価格税制研究会10)

は,移転価格事務運営要領改正案に対する意見を提出した｡公表された意見の

内容から,注目すべきところは,無形資産の範囲についての下記の部分である｡

｢--OECDガイ ドライン,米国等諸外国と比べ広範かつ包括的となって

いる｡そのため,利益に貢献するものとして認められる無形資産が広範に認定

されており,それが最近の我が国の移転価格課税をめぐる課税当局と納税者の

見解の相違が頻発する結果となっている｡

9)飯盛一文稿 ｢移転価格税制の執行に関する最近の状況について｣『国際税務』,

Vol.27,No.8,(2007年8月),p.560
10)2005年11月,経済産業省貿易経済協力局は,産業界及び識者も交えた移転価格

税制研究会を設置した｡
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したがって,事務運営要領 2-11の無形資産の検討範囲に代えて,以下のよ

うな現実の企業活動において所得の重要な源泉となっている可能性がある無形

資産を具体的に列挙した規定にし,可能な限り納税者の予見可能性の向上をは

かるべきである｡｣として,規定例として,無形資産を列挙 している｡

意見募集は4月13日に公示され,5月12日に締め切られ,寄せられた意見を

尊重し,事務運営要領を確定して6月25日に,以下のような内容で公表した｡

く2007年 6月25日付移転価格事務運営要領)

2-ll(調査において検討すべき無形資産)

｢調査において無形資産が法人又は国外関連者の所得にどの程度寄与してい

るかを検討するに当たっては,例えば,次に掲げる重要な価値を有し所得の源

泉となるものを総合的に勘案することに留意する｡

イ 技術革新を要因として形成される特許権,営業秘密等

旦 従業員等が経営,営業,生産,研究開発,販売促進等の企業活動におけ

る経験等を通じて形成したノウハウ等

竺 生産工程,交渉手順及び開発,販売,資金調達等に係る取引網等

なお,法人又は国外関連者の有する無形資産が所得の源泉となっているかど

うかの検討に当たり,例えば,国外関連取引の事業と同種の事業を営み,市

場,事業規模等が類似する法人のうち,所得の源泉となる無形資産を有しない

法人を把握できる場合には,当該法人又は国外関連者の国外関連取引に係る利

益率等の水準と当該無形資産を有しない法人の利益率等の水準との比較を行う

とともに,当該法人又は国外関連者の無形資産の形成に係る活動,機能等を十

分に分析することに留意するO

(注)役務提供を行う際に無形資産が使用されている場合の役務提供と無形

資産の関係については, 2-8(1)の (注)に留意する｡｣

2-12(無形資産の形成,維持又は発展への貢献)

｢無形資産の使用許諾取引等について調査を行う場合には,無形資産の法的
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な所有関係のみならず,無形資産を形成,維持又は発展 (以下 ｢形成等｣とい

う｡)させるための活動において法人又は国外関連者の行った貢献の程度も勘

案する必要があることに留意する｡

なお,無形資産の形成等への貢献の程度を判断するに当たっては,当該無形

資産の形成等のための意思決定,役務の提供,費用の負担及びリスクの管理に

おいて法人又は国外関連者が果たした機能等を総合的に勘案する｡この場合,

所得の源泉となる見通しが高い無形資産の形成等において法人又は国外関連者

が単にその費用を負担しているというだけでは,貢献の程度は低いものである

ことに留意する｡｣

2-11については,イは ｢技術革新｣,ロは ｢人的資源｣,ハは ｢組織｣とい

う3つの区分に基づいた無形資産を,検討範囲に含めている｡この区分は,無

形資産の種類によるものではなく,その無形資産の属性による区分である｡こ

の区分は2004年版 『通商白書』に基づいている11)｡

また, 2-ll, 2-12ともに,関連者の果たす役割 (機能)に注目した機能分

析の重要性を掲げていることも大きな特色といってよいであろう｡また,2006

年改正以前から,我が国の国税当局は,法的所有関係だけでなく,経済的所有

関係を重視 してきたことが分かる｡

Ⅱ 法的所有権 と経済的所有権

移転価格税制では,無形資産の所有者を決めることは重要である｡無形資産の

所有者は,無形資産を使用することにより生ずる所得を享受することができる｡

法的所有者は,法的に保護された無形資産の所有者をいい12),法的所有権

ll)飯盛一文稿,前掲書,p.57｡

12)ロバート･∫･カニンガム/リチャード･L･スロウインスキー/フィリップ･
カーマイケル稿 ｢米国移転価格課税の最近の動向について｣ 『租税研究』,(2007

年 6月),p,142｡
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とは,特許や商標等について法的に保護された権利を持ち,またその法的な権

利を取得 ･維持するための費用を負担している者に無形資産は帰属するという

考え方である13)｡法的保護には,法の施行によるものと,使用許諾契約など

の契約によるものとがある14)｡経済的所有者は,無形資産の形成,維持又は

発展に貢献した者をいい15),経済的所有権とは,従来,法的所有権から離れて,

価値のある無形資産を形成し,又その価値を維持 ･発展させることに企業の経

済活動を通じて｢貢献｣している者に無形資産は帰属するという考え方である｡

換言すれば,無形資産を所有することで,経済的リスクを誰が負担し,管理し

ているのかということに通じている16)0

Ⅳ アメリカ合衆国における移転価格税制

1 内国歳入法典及び財務省規則の変遷

アメリカ合衆国では,無形資産の所有者を決める場合,1968年以降は法的所

有権よりも経済的所有権を重視してきた｡これは,無形資産の所有者が,所得

を稼得するのに,無形資産の開発及び価値の増大やその維持のために,多 くの

費用とリスクを負担することからきている｡そのため,無形資産開発に最も貢

献している者をその所有者とみなし,所得を帰属させようとしてきたのである｡

以下では,内国歳入法典 §482に係る財務省規則の変遷について考察する｡§482

は,我が国の租税特別措置法第66条の4に対応するものである17)｡したがって,

13)森信夫著,前掲書,p.180

14)ロバート･∫･カニンガム/リチャード･L･スロウインスキー/フィリップ･

カーマイケル稿,前掲書,p.142｡

15)徳永匡子稿 ｢独立企業間価格の計算｣『税経通信』,(2007年 1月),p.990

16)森信夫著,前掲書,p.18｡

17)日本の移転価格税制は,法人 (内国法人又は外国法人の本支店)が外国にある親
会社又は子会社等の関係会社 (国外関連者)と取引を行うにあたって,独立の第

三者との間で成立したであろう取引価格 (独立企業間価格 :arm'slengthprice)
と異なる価格を用いたことにより所得が減少している場合,その取引価格を引き
直して日本における課税所得を再計算する制度である｡
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この§482及びそれに係る財務省規則を検討することは,移転価格税制におけ

る無形資産の所有権に関して何らかの示唆を与えてくれるものと思われる｡

(1) 内国歳入法典$482

まず,内国歳入法典 §482から見てみよう｡

｢Ⅰ.R.C.§482.納税者間における所得及び控除の配分

(法人格を有するかどうか,アメリカ合衆国において設立されたものかどう

か,連結申告をする要件を満たしているかどうか,を問わず,)同一の利害関

係者によって直接又は間接に所有され又は支配されている2以上の組織 ･営業

又は事業のいずれに対 しても,財務長官又はその代理人は,脱税を防止し,あ

るいはそれらの事業の所得を正確に算定するためにそれが必要であると認める

場合には,それら事業の間に総所得,経費控除,税額控除,その他の控除を配

分し割 り当て,又は振 り替えることができる18)｡｣

アメリカ合衆国のこの規定は,関連会社の間で,相互に特殊関係のない独立

当事者間取引と異なる条件で取引が行われた場合に,独立当事者間原則に即し

て所得を計算し直す権限を内国歳入庁に与えるものである19)0 §482は行政裁

量権限の授権規定であり, §482は歳入庁長官によってのみ適用され,その適

用については広い裁量権を有し,同条による決定は裁量権行使の濫用と認定さ

れない限り,維持される20)｡

18)Ⅰ,R.C.§482.
19)金子宏稿 ｢アメリカ合衆国の所得課税における独立当事者間取引 (arm'slength

transaction)の法理 (上)- 内国歳入法典482条について- ｣,『ジュリスト』,

No.724,(1980年9月15日),p.1040
20)川端康之稿 ｢米国歳入法典482条における所得配分(1)- 関係理論から見た ｢所

得創造理論｣- ｣『民商法雑誌』,第101巻第2号,(1989年),p.2310
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(2) 1968年規則

複数の関連者が無形資産の開発をする場合に所有者を決めるためのルールと

して,1968年財務省規則で ｢開発者一援助者ルール (developer-assisterrule)｣

が規定された21)｡開発者一援助者ルールとは,2人以上の関連者が協同して

無形資産の開発に携わっている場合に,その無形資産の開発に中心的役割を果

たした者 1人を開発者とみなし,それ以外の者は援助者とみなして,開発者を

無形資産の所有者とする基準である22)｡したがって,無形資産から生ずる所

得は,無形資産の開発者に帰属するが,援助者に対しても援助の度合いにより

相当の対価が帰属するようになる23)0

(3) 1986年スーパー ･ロイヤルティー条項

また,1986年には, §482の後段に所得相応性基準と呼ばれるスーパー ･ロ

イヤルティー条項の文言が付け加えられた｡

｢(§936(h)(3)(B)の意味合いで)無形資産の譲渡 (または使用)の場合,当

該譲渡または使用に関する所得は,その無形資産に帰国する所得に相応するも

のでなければならない24)｡｣

例えば,アメリカ合衆国の製薬会社が,アメリカ国内で自社の開発した製薬に

関する特許を外国製造会社に譲渡したり,使用許諾契約を結び,使用料を徴収す

るようなケースでは,外国子会社が高い収益を上げているという事実等から,両

院合同協議会は,§482の改正を強く求め,§482にこの後段が加えられた25)｡

21)Ⅰ.R.C.§482.
22)Maine,JeffreyA.-Ⅹuan-ThaoH.Nguyen,IntellectualPropertyTaxation:Trans-

actionandLitigationIssues,theBureauofNationalAffairs,Inc"(2003),p.574.
23)望月文夫著,前掲書,p.375｡
24)Ⅰ.R.C.§482.
25)川端康之稿 ｢移転価格税制- 経済理論の浸透- ｣ 『国際租税法研究』,第21

号,(1993年),p.770 ;Maine,JeffreyA.=Ⅹuan-ThaoH.Nguyen,(2003),oP.cit.,
p.575.
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(4) 1992年規則案

1992年の規則案では,1986年に導入された開発者一援助者ルールが,既存の

無形資産に対しても拡大適用されるようになる｡これが有名なチーズの事例26)

である｡その内容は,全世界で商標を持つ外国親会社が,アメリカ合衆国内に

販売子会社を設立し,その販売子会社は,アメリカ市場で商標を広めるために,

多額の広告宣伝費用等が発生したという事例である｡その商標開発費用は親会

社からの補填はない｡そして,その子会社はアメリカ合衆国において,商標の

価値を増大させた開発者とみなされる｡ここでは,法的所有者の親会社でなく,

経済的所有者の商標開発者の販売会社が重視される｡しかし,この事例に関し

ては,見直しを求める意見が多 く出された27)｡以下,このチーズの事例は,

大きな論争を引き起こしていく｡

(5) 1993年暫定規則

1993年暫定規則は1992年規則案を引継ぎ,無形資産の所有者は,法的所有権

と直接的関係はないと再び規定したが,多 くの批判が寄せられた｡マーケテイ

ング無形資産を作 り出すのは販売会社だけでなく,製造会社も良質な製品を作

ることで貢献しているからである28)0

(6) 1994年最終規則

1993年暫定規則に対する批判から,1994年最終規則では,｢法的に保護され

た無形資産は法的所有者によって所有される29)｡｣としたが,｢法的に保護さ

26)Prop.Reg.§1.482-2(d)(8)(lq,Example4(1992).
27)見直しを求める意見については,望月文夫稿,前掲書,p.377を参照されたい｡
28)見直しを求める意見については,望月文夫稿,(2007年),前掲書,p.378を参照

されたい｡

29)Maine,JeffreyA.-Ⅹuan-ThaoH.Nguyen,(2003),oP.cit.,p.574.;Treas.Reg.§1.

482-4(f)(3)(ii)(A)(1994).;岡村忠生著 『無形資産の開発に係る費用分担取決めと
国際課税』京都大学 (平成10年度～平成12年度科学研究費補助金基盤研究(C)(2)
研究成果報告書),(2001年),p.910
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れていない無形資産の場合は,無形資産の開発者が所有者と考えられる30)｡｣

とした｡より具体的に示せば,開発コス トのより大きな割合を負担した関連者

が所有者となる31)｡この1994年最終規則ではチーズの設例が以下のように改

訂されている｡

く事例 2)

チーズの外国製造親会社のFPは,FromageFrereという商号 (tradename)

の下でアメリカ以外の国でチーズを販売 している｡FPはこの商号の世界中の

権利すべてを所有している｡商号は,アメリカ合衆国以外では広 く知られて価

値があるが,アメリカ国内では知られていない｡1995年に,FPはアメリカ市

場に参入することを決め,アメリカ合衆国の販売会社とするため,アメリカ国

内でFromageFrereという商号を開発することを求められる宣伝広告活動及

びその他のマーケテイング活動を指揮するために,アメリカ子会社の USSub

を設立する｡USSubはFromageFrereのアメリカ市場を開発するためにFP

によって返済されることのない費用を負担する｡外国製造会社により所有され

るブランド･ネームの下でアメリカ市場に製品を導入する場合に,アメリカの

チーズ産業で,独立した販売会社によって負担される費用額の水準とこれらの

費用額は同水準である｡USSubは,もしその費用が FPに関連性がなかった

ならばこれらの費用を負担するように見込まれてきたわけだから,USSubに

対する (所得の)配分が USSubによって遂行される市場開発活動に関してな

されない32)｡

30)Treas.Reg.§1.482-4(f)(3)(ii)(B)(1994),
31)Mogle,JamesR.,"TheFutureofInternationalTransferPricing:Practicaland

PolicyOpportunitiesUniquetoIntellectualProperty,EconomicSubstance,and
EntrepreneurialRiskintheAllocationofIntangibleIncome"(TaxCouncilPoli-
cyInstituteSymposium),10Geo,MasonLRev.925,(Summer,2002),p.932.

32)Treas.Rep.$1.48214(i)(3)(ii)(B)(1994).Example2.
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く事例 3)

USSubにより負担される費用が,同様な状況の独立した販売会社により負

担される費用よりもかなり多い点を除いて,事実は事例 2と同様である｡FP

はその費用をUSSubに返済しない｡同様な状況で独立企業間で取 り引きする

非関連者が,FPのマーケテイングの開発に関連する同水準の活動に従事 して

いなかった,というこの証拠に基づき,管轄当局は結論を下している｡そのた

め,独 立 した販 売 会社 に よ り負担 され る水 準 を超 過 す る費用 の額

は,FromageFrereのFPの商標 (trademark)の価値に追加される,FPに

対 して提供 されるサービスになると考えられる｡ したがって,管轄当局

は,USSubがFPのために遂行してきたと考えられるサービスの公正市場価

格で§482の下で (所得の)配分をさせている33)｡

く事例 4)

USSubがFPの商標の下でアメリカ国内でチーズを販売する排他的権利を

授けられる長期契約を,FPとUSSubが締結 している点を除いて,事実は事

例 3と同様である｡USSubは独立企業間価格でFPからチーズを購入 してい

る｡USSubは財務省規則のこのセクションパラグラフ(f)(3)(ii)(A)の下では商

標の所有者であり,その行為 (conduct)はその地位に合致しているから,商

標の開発に関連する当該活動はFPの便益のために遂行されるサービスになる

とは考えられず,当該活動に関して (所得の)配分はなされない34)｡

どの事例も,外国製造親会社の製品をアメリカ合衆国の販売会社が販売する

点は同じである｡事例 2は,アメリカ子会社の無形資産の開発にかかった費用

の額が,独立企業間価格と同水準の場合であり,子会社へ所得配分はなされな

い｡事例 3は,アメリカ子会社の無形資産の開発にかかった費用の額が,独立

企業間価格より多かった場合であり,子会社による貢献で親会社の商標価値が

33)〟.Example3.
34)〟.Example4.
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増大したことから,子会社への所得配分がなされる｡事例4は,外国親会社と

アメリカ子会社が排他的長期販売契約を締結している場合であり,契約上の地

位に合致しているから,所得配分はなされないという結論になっている｡2003

年規則案で問題となったのは,この事例 4であり,排他的長期契約により,本

来外国親会社が商標の法的所有者であるが,子会社に商標の所有権が移ってい

ることが,当時の事例の中で明記されていた｡これは,マーケテイング活動を

行う者をマーケテイング無形資産の所有者とみなしている｡

1994年最終規則の事例については,無形資産の所有権と使用権の混同である

という批判が起こった｡ライセンシーの権利は契約期間内だけであるから,無

形資産を支配していないから,販売子会社を無形資産の所有者とみなすべきで

ないという意見であった35)｡

この後,この1994年最終規則は,2003年に新たに規則案が公表されるまで存

続する｡1994年最終規則は,法的所有権を重視する方針が打ち出されたにもか

かわらず,マーケテイング無形資産の所有権に関しては,これ以降混乱の時期

が続く｡

(7) 1995年最終規則

1995年最終規則では,内国歳入法典 §482について,費用分担契約について

の規定が盛 り込まれた｡その制定は1996年となった｡費用分担契約とは,無形

資産における権利の使用から合理的に期待される利益の持分に応じて無形資産

の開発費用を分担することに関連者が合意する契約のことである36)｡費用分

担契約が適格性を有するのは,営業又は事業の積極的な行為において無形資産

を使用する意図を有する2以上の関連者が含まれ,かつ当該無形資産における

この関連者の権利及び費用算定方法を含めた,一定の明白な情報が当該契約に

35)見直しを求める意見については,望月文夫著,前掲書,p.380を参照されたい｡
36)Treas.Reg.§1.482-7(a)(1).
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含まれている場合である37)｡この規定の下では,関連者は開発費用を分担す

ることで無形資産の所有権を共有する38)0

(8) 2003年規則案

2003年規則案では,財務省及び内国歳入庁は,§1.482-4(f)(3)の分析の枠

組みは変更されるべきであると考えていた｡すなわち,一般的に無形資産の所

有権を決定するルールは,無形資産による所得の配分を決定するルールとは区

別されるべきであるし,その無形資産の開発や価値の増大に対する各関連者の

貢献度と (もしあれば)その所有権の持分に従って,独立企業間原則の下で,

支配する納税者間に,無形資産に帰国する所得は配分されるべ きであるとし

た39)｡そのため,2003規則案では,有名な ｢チーズの事例｣は置き換えられ

ている｡

一般に,(無形資産の)所有者は,関連する管轄区の知的財産法の下で無形

資産の所有者として特定化された納税者か,あるいは契約条項又は他の法規定

に従って無形資産を構成する権利を所有している納税者である｡例えば,支配

する関連者間で行う典型的な無形資産の使用許諾のケースでは,規則案は,使

用許諾に従ってライセンシーを契約上の権利の所有者とみなし,又ライセン

サーを使用許諾を条件とする無形資産の所有者とみなしている40)｡また,無形

資産の所有権は,あらゆるケースで,基となっている取引の経済的実質に従わ

なければならないとした41)｡所有者が知的財産法,契約条項又はその他の法規

定の下で特定化され得ない無形資産のケースでは,所有者は,あらゆる事実及

び状況に基づいて,無形資産を支配してきた支配的納税者になるとしている42)0

37)〟.§1.482-7(b)(4).

38)本庄資稿 ｢クリントン政権の移転価格課税｣『税経通信』,(2007年9月),p.192.

39)Pro.Keg.,81.48214(I)(3)and(4)(KEG-146893-02.KEG-11537-00),68Fed.Keg.

53447(Sep.10,2003),Preamble.

40)〟.,§1.482-4(f)(3)(1)(A).

41)1d.,§1.48211(d)(3).
42)〟.,§1.482-4(f)(3)(i)(A).
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2003年規則案では,撫形資産の所有者は,まず第-に法的所有者とされてい

るが,経済的実質に従うとしている｡これに対しては,｢本質的には,無形資

産取引について関連者間の契約を重視するが,一方でその契約の内容が経済的

実態とかけ離れている場合には,後者を優先させるとの姿勢が伺える｡--従

来のように法的所有権のみで無形資産の帰属を決定するという枠組みから結果

的に大きく踏み出して,経済的所有権を重視する姿勢に規則の上では転換 しつ

っあるとも読みとれる43)｡｣とする意見がある｡

法律上,契約上の法的所有者が確定できない場合には,無形資産を支配する

者が所有者となる｡しかしながら,｢支配する者｣を特定することは難しいと

の指摘もある44)0

基本的に,所有者に対する新たな ｢支配｣基準による方法は,アメリカ合衆

国の課税当局のために,海外で発生した所得をアメリカ合衆国によりたくさん

帰還させるために45)導入されたと考えるべきだろう｡

この新しい ｢支配｣基準による方法についての批判はいくつかあるが,現行

の開発者一援助者ルールに比べ,はっきりとしていないということであり,輿

形資産の開発に係るコス トの関係を不適切なことに無視しているという意見で

ある｡この新 しい貢献者のルールを適用する際に予測可能性を増すための一つ

の示唆が事例にあるのだが,ただ1人の所有者が,無形資産に関して法的所有

者でかつ経済的所有者で,リスク負担者であるというものである46)｡ しかし

ながら,これら三様の所有者 ･負担者が一致することはきわめて稀と思われる｡

(9)2006年暫定規則

2006年暫定規則は,実質的に2003年規則案と同じものである｡財務省及び内

43)森信夫著,前掲書,p.19｡

44)望月文夫著,前掲書,p.383｡
45)Tsaneve,ElenaR.,"Comment:TransferPricinginTheWorldofServicesand

lntangibles-ANewChallengetoPreservingTheCorporateTaxBase",9
UCLAJ.Int'1L.&For.Aff,323,(Fall/Winter,2004),p.335.

46)Ibid.,p.336.



62 商 学 討 究 第58巻 第2･3号

国歳入庁は,2006年暫定規則の下での ｢法的所有者｣が,あらゆる事実及び状

況にもとづいて,その無形資産に権利を持つ,支配する関連者になるように意

図したことは,前文 (Preamble)からも明らかである｡その分析では,課税

当局に提出される申立書 (applications),支配する関連者間の契約規定及びそ

の他の法律規定を重視することだろう｡2006年暫定規則は,検討時に,その活

動が非独立当事者間価格で価格付けされたとわかろうとも,無形資産の開発の

ための活動に付随する契約条項が尊重される場合,事実状況を示すために,暫

定規則 §1.482-1T(d)(3)(ii)(C)で,新 しい事例を付け加えている47)｡その新た

な事例は,無形資産の開発活動の脈絡で,一般的な移転価格のルールである経

済的実質の相互作用を示 している事例 5である48)0

最適方法の規定を示す,2006年暫定規則 §1.482-8の新 しい事例10,事例11,

事例12と共に,この変更49)は,経済的実質の要件を前提 として,支配する関

連者は§482から影響のもたらされる契約条項を採用 してもよいということを

明示 している50)｡これは,企業側,あるいは実務家側から見ると,何を意味

しているのだろうか｡後で,それは明らかになってくる｡

事例10はサービス ･コス ト プラス方法51),事例11は CPM (Comparable

profitMethod:比較利益法 ･利益比準法52)),事例12は残余利益分割法

(ResidualProfitSplitMethod53))を,それぞれ最適方法とする事例を解説

47)AmericanBarAssociation,"ABATaxSectionCommentsonTemporarySer-

vicesRules'',TransferPricingReport,Vol.16,No.1,(May,2,2007),p.24.
48)FinalandTemp.Reg.,§1.482-1T(d)(3)(ll)(C),〔TD9278日REG-146893-02,REG-

115037-00,andREG-138603-03),Example5,(2006).
49)先の経済的実質の相互作用をあらわしており,事例5の追加をいう｡

50)AmericanBarAssociation,op.cit.,p.24.
51)サービス ･コスト･プラス法は,サービスのコストに一定の利益を加算する方法

である｡

52)CPMは,比較可能な状況下で,類似の事業活動を行う非関連者から得られる収

益性の客観的測定基準を参考にして,資産の関連者間取引に係る適正対価の額を
算定するものである｡

53)残余利益分割法は,関連者間の営業利益を合算し,これを2段階で分割する方法
である｡
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している54)0

次に,法的に保護されていない無形資産については,あらゆる事実及び状況

に基づき,当該無形資産を支配する関連者が,§482上の無形資産の唯一の所

有者であるとみなされる55)｡これは,2003規則案のところで述べたとお りで

ある｡以下,事例 1及び事例 2について説明する｡

く事例 1)

外国子会社 FPは,アメリカ国内で AA とい う商標の登録所有者であ

る｡AAという商標の下で国内で製品を製造 し販売する排他的権利を,FPは

アメリカ子会社 USSubに使用許諾 している｡FPは,知的財産法に従えば商

標の所有者である｡USSubは,使用許諾契約の条項に従えば,使用許諾の権

利の所有者であるが,商標の所有者ではない｡このセクションのパラグラフ

(b)(3)及び(4)を参照｡(その他のものの間で,商標又は使用許諾として,無形

資産を定義)56)

く事例 2)

事実は,事例 1と同様である｡販売活動及びマーケテイング活動の結果とし

て,USSubはいつもAAという商標の製品を購入する信用のおける数百もの

顧客 リス トを開発する｡FPとUSSubとの間の契約条項も,関連する知的財

産法 も, どの関連者が顧客 リス トを所有 しているかは特定 していない｡

USSubは顧客リス トの内容について知識を持っていて,その使用及び普及に

対して実際に支配していることから,USSubはこのパラグラフ(f)(3)上では,

顧客リス トの唯一の所有者であると考えられる57)｡

54)FinalandTemp.Reg"§1.48218,〔TD9278日REG-146893102,REG-115037-00,and

REG-138603-03)Example10,Examplell,Example12,(2006).

55)FinalandTemp.Reg.,§1.482-4T(f)(3)(i)(A),〔TD9278日REG-146893-02,REG-

115037-00,andREG-138603-03),(2006).

56)〟.Example1.

57)〟.Example2.
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これらの事例からいえることは,企業間で無形資産に関する契約を締結する

際には,その無形資産の所有者が誰であるのかを,はっきりと定めておくこと

が必要であるということだろう｡2006年暫定規則の前文には,以下のような参

考となる一文がある｡｢契約条項は 『法律上の規定』を構成するから,無形資

産は,実際の支配ルールを条件とする法律で保護されていない無形資産に対立

するものとして,法律上保護された無形資産として分析されるだろう｡58)｣と

ある｡つまり,納税者が前もって,無形資産の所有者について,契約条項の中

ではっきりと示しておけば,課税当局から ｢実際の支配ルール｣を適用される

のを避けることができるということである｡

§482はその国で行う経済的なインプットの貢献度によって,国の管轄範囲

を定義する｡しかし,現在IRSによって主張される実質主義の原則の論拠は,

所有権のリスクを再配分することにより,アメリカ合衆国の課税管轄を非常に

拡大するだろう59)と言われている｡したがって,関連会社間で契約を締結す

る前に,きちんとリスク,機能に関して評価を行って,しっかりと文言として

文書に入れておくことが一段と重要になってくる｡また,アメリカの子会社の

活動がどんどん拡大していった場合に,典型的 ･標準的な販売者としての活動

の域を超えてしまうことがある｡そうなるとアメリカの関連会社においても,

無形資産やその他の価値を生み出している,と内国歳入庁からみなされること

になる｡つまり,当然アメリカ国内の関連会社の収益をもっと大きくしてしか

るべきであろうということで,内国歳入庁の措置を受けるリスクも増大する60)｡

取引の経済的実質を評価する際に,財務省規則は法律上の権利 ･義務の重要

性を適切なことに認めている61)｡取引への実質主義の原則の適用は,関連の

58)Temp.Treas.Reg.§1.482-4T(f)(3),[TD9278日REG-146893-02,丘EG-115037-00,
andREG-138603-03),Preamble,(2006).

59)Skinner,William,"TheFutureofI.R.C.482asaSubstance-Over-FormPro-

vision",llStan.∫.L.Bus&Fin.174,(Autumn,2005),p.174.
60)ロバート･∫･カニンガム/リチャード･L･スローウインスキー/フィリッ

プ･カーマイケル稿,前掲書,p.125-1260

61)Treas.Rep.$1.48211(d)(3)(ii)(B).
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ある契約条項,特定の契約及び財産法によって確立されるが,関連者の行為

(conduct)によって明らかとなるから,取引を行う関連者の法律上の権利と

義務を検討することが必然的に求められるのである62)｡ したがって,実質主

義の原則に照らし合わせて,法律上の権利 ･義務を検討する際に,無形資産の

所有者について契約条項に文書化しておくべきである｡

2 実質主義の原則

実質主義の原則 (substanceoverformprinciple)は,日本でいう ｢実質課

税の原則｣のことである｡実質主義の原則は,取引形式と経済的実質が異なる

場合,租税法の解釈適用は経済的実質に合わせるべきであるとの立場を意味し,

英米法におけるコモン･ローに由来する｡

2006年暫定規則では,この経済的実質が強調されている｡すなわち,各企業

は,各々の契約条項を決定する際に,それが経済的実質に合致しているか否か,

きちんと分析する必要が強調されている｡この暫定規則の下では,潜在的に大

変強力な (課税当局側の)武器として,納税者に対して内国歳入庁が責めを負

わせる可能性のある条項が入っている63)0

そもそも§482は行政裁量権の授権規定である64)0 2006年暫定規則からいえ

ることは,無形資産の所有者を一義的に決定することの難 しさがより顕著に

なってきたことと,内国歳入庁の裁量権がより広がったことである65)｡内国

歳入法典 §482は,取引について基盤となる ｢経済的実質｣に合致しているか

どうか見ることにより,関連会社との取引内容を改変して理解することを内国

歳入庁に認めるであろう66)｡例えば,或る企業が関連者間で無形資産に関す

62)Ossi,GregoryJ.,"TheSignificanceofIntangiblePropertyRightinTransfer
Pricing'',19TaxNotesInt'1993,(Sep.13,1999),plOO4.

63)ロバート･∫･カニンガム/リチャード･L･スローウインスキー/フィリッ

プ･カーマイケル稿,前掲書,p.119｡
64)Treas.丘eg.§1.482-1(b)(3)(1985).
65)望月文夫著,前掲書,p.396｡

66)Skinner,William,op.cit.,p.174.
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る契約を取 り交わし,その契約条項に合意したとする取引があったとする｡し

かし,内国歳入庁から見て,その取引が経済的実質と合致していないとみなし

た場合,内国歳入庁側で推定するか,若しくは取引の性格付けを変更する可能

性がある｡従来より,2006年暫定規則の下では,内国歳入庁が取引の性格付け

を変更することが容易になっているといえる67)0

Ⅴ むすびにかえて

無形資産の所有権について,日米の取扱規定等を考察してきた｡日本では,

事務運営要領等を見ても,従来より経済的所有権を重視してきている｡アメリ

カ合衆国では,1968年の開発者一援助者ルールの導入からは経済的所有権を重

視してきたが,貯余曲折を経て,1994年最終規則からは基本的には法的所有権

を重視してきた｡

しかしながら,国際的な水平的分業形態のパターンが国によって異なってお

り,日本では,R&Dは日本国内の親会社が行い,製造 ･販売を海外子会社で

行うパターンである｡一方,アメリカ合衆国の場合は,現在はこの道のパター

ンであり,外国の親会社がアメリカ国内に子会社を設立し,製造 ･販売活動を

行うパターンとなる｡結果的に,それぞれの国家の課税権のせめぎ合いという

構図ができあがってくる｡

無形資産の範囲の拡大と共に,マーケテイング無形資産が注目されるように

なってきたが,このマーケテイング無形資産の所有者を決定することは大変難

しい｡従来,アメリカ合衆国は法的所有権を重視してきたが,使用許諾契約に

よる,マーケテイング無形資産の開発 ･維持に関し,アメリカ国内の子会社の

貢献度を重視する見方をするようになってきている｡そのため,無形資産の法

的所有権のみならず,経済的所有権も考慮に入れる必要性が出てきた｡その内

67)ロバート･J･カニンガム/リチャード･L･スローウインスキー/フィリッ

プ･カーマイケル稿,前掲書,p.1190
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容は,財務省規則の改正で検討したとおりである｡

こういったアメリカの課税当局の攻勢に対し,日本企業がどのような防衛策

をとればよいかは,本文で述べたとおり,使用許諾契約等で契約条項の中に,

マーケテイング無形資産の所有者を明記しておく一語に尽きると思われる｡む

ろん,契約条項は経済的実質に合致していて,不自然なものであってはならな

い｡この防衛策の威力がどの程度内国歳入庁に対して有効であるかは,今後の

移転価格税制の進展をみることとしよう｡

次回はマーケテイング無形資産の所有権について考察を進める｡
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